
■共通事項

南幌町では、令和８年度に任用を予定している会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２に基づき任用される非常勤の職員）を

募集します。希望される方は、南幌町会計年度任用職員登録申込書兼履歴書（以下、申込書）に必要事項を記入し、写真添付の上、

南幌町役場保健福祉課子育て係まで提出願います。

資格が必要な職種となりますので、資格証の写し（以下、資格証）を登録申込書兼履歴書と一緒に提出願います。

令和７年１２月１０日（水）～令和８年１月２３日（金）　※郵送の場合、１月２３日（金）必着

申込みいただいた方について選考（書類選考及び面接）を行い、その結果に基づき名簿登録し登録者の中から任用者を決定します。

・登録期間中は、必ずしも任用されるものではありませんのでご注意願います。

・名簿登録期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までです。

・期間内に登録の削除を希望する場合には、総務課総務係までご連絡ください。

選考結果については、書類審査及び面接後に通知します。

令和８年４月１日から令和９年３月３１日以内（１会計年度）で任用いたします。勤務実績により、次年度改めて任用する場合があります。

職種区分に応じ勤務できる方で、以下のいずれにも該当しない方

 １　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 ２　南幌町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 ３　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

　 　結成し、又はこれに加入した者

提出書類に関する個人情報は、選考試験及び任用に関する事務以外の目的では使用しません。

提出いただいた書類は、一切お返しいたしません。

■勤務条件等

職種や勤務場所により、始業時間及び就業時間・休憩時間が異なる場合があります。

また、業務の必要から時間外勤務が発生する場合があります。

土曜日及び日曜日、国民の休日、年末年始

下記、勤務条件のとおり。（勤務経験等について、規定により算定します）

一定の勤務条件を満たすことにより、条例の定めるところにより、通勤手当・期末手当等が支給されます。

勤務条件により、町の規則にもとづく休暇が付与されるとともに、特別休暇の取得が可能です。

加入要件を満たす職種については適用となります。

加入要件を満たす職種については適用となります。

地方公務員災害補償制度・労働災害補償保険等が適用されます。

毎月１０日（翌月払い）

・地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密

 を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が適用され、かつ懲戒処分等の対象となることもあります。

・任用は勤務条件により一定の条件付採用期間があります。

■令和８年度　会計年度任用職員募集職種一覧

番号 勤務内容 必要資格 勤務場所 人数 任用期間 勤務時間 基本時間額
必要
書類

①

病児・病後児保育の受入れがあ
る日は保育室で病児・病後児の
保育を、受入れがない日は一般
事務の業務を行います。

・保育士資格
※パソコン入
力作業が出
来る方大歓迎
ですが、未経
験の方でも丁
寧に教えま
す。

病児・病後児保育室
（南幌町立病院内）
兼
町立病院事務室

２名

通年
土曜日、日曜日、
祝日、年末年始休
み

8：30～18：00の内
（7時間３０分）

１，２９０円
申込書
資格証

令和８年度　南幌町会計年度任用職員登録申込案内

職　　　種

申込方法

受付期間

応募資格

選考通知

任用期間

勤務時間

その他

雇用保険

給与

手当等

休暇

社会保険

給与等支給日

その他

病児・病後児
保育兼一般事
務

休日

名簿登録・選考

労災保険

■お問い合わせ・申込書提出先　　　南幌町役場　保健福祉課子育て支援係（保健福祉総合センﾀーあいくる内）　電話　０１１－３７８－５８８８


